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○仙台市太陽光発電事業の健全かつ適正な導入、運用等の促進に関する条例 

令和五年三月一四日 

仙台市条例第三〇号 

私たちのまち仙台は、多様な自然が織りなす緑に満ちた都市景観を形成し、生物多様性を

保全しながら、個性的な伝統と文化を培いつつ、情緒ある環境を育んできた。このかけがえ

のない「杜の都」を次の世代へ確実に引き継いでいくことは、私たちの大きな責務である。 

東日本大震災からの復興を果たす本市では、平成二十七年に開催された第三回国連防災世

界会議における「仙台防災枠組二〇一五―二〇三〇」採択都市として、市、市民、事業者、

地域団体等が相互に連携しながら防災・減災の強化を図っており、あらゆる施策に防災や環

境配慮の視点を織り込み、市民の生活、経済活動の安全・安心や快適性が高い水準で保たれ

る、しなやかで強靭な「防災環境都市」を目指している。 

近年、気候変動問題が世界的な危機となっていることから、国際社会が一体となって解決

に向けて取り組むため、「パリ協定」が採択され、わが国は「二千五十年までに、温室効果

ガスの排出を全体としてゼロにする、脱炭素社会の実現」を目指している。再生可能エネル

ギーの果たす役割はますます大きくなっており、本市においても、太陽光発電の導入が積極

的に進められている。一方で、太陽光発電事業の導入拡大に伴い、土砂災害や景観への影響、

野生動植物の生息環境の悪化、適切な維持管理を巡っての問題等が生じ、市民の懸念や不安

が高まっている。 

このため、本市においては、太陽光発電施設の設置による災害発生のおそれ並びに自然環

境及び生活環境に及ぼす影響を可能な限り予防し、又は低減し、太陽光発電事業の導入促進

と、自然環境及び市民の安全・安心な生活環境の調和を図るとともに、リユース及びリサイ

クルを推進し、循環型社会を実現していくことが重要であると認識するに至った。 

このことから、太陽光発電施設の適正な設置、維持管理、廃棄等の手続及び地域と共生す

る太陽光発電事業の普及促進に必要な事項を定めるため、この条例を制定する。 

（目的） 

第一条 この条例は、「防災環境都市」としての仙台における脱炭素社会（地球温暖化対策

の推進に関する法律（平成十年法律第百十七号）第二条の二に規定する脱炭素社会をい

う。）の実現に向けて、太陽光発電施設の適正な設置、維持管理、廃棄等の手続について

必要な事項を定めることにより、地域と共生する太陽光発電事業の普及促進に寄与するこ

とを目的とする。 

（定義） 
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第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

一 太陽光発電施設 太陽光を電気に変換する施設及びその附属施設（その全部を建築基

準法（昭和二十五年法律第二百一号）第二条第一号に規定する建築物に設置するものを

除く。）で合計出力が二十キロワット以上のもの（増設により合計出力が二十キロワッ

ト以上となるものを含む。）をいう。 

二 太陽光発電施設の設置 太陽光発電施設の新設及び増設（これらの行為のための木竹

の伐採及び土地の形質の変更を含む。）をいう。 

三 太陽光発電事業 太陽光発電施設の設置により、電気を得る事業（当該太陽光発電に

より発電した電気の全てを自ら使用するものを含む。）をいう。 

四 事業者 太陽光発電事業を行う者（個人であるものを含む。）をいう。 

五 大規模事業者 事業者のうち、太陽光発電施設一箇所当たりの合計出力が千キロワッ

ト以上の太陽光発電事業を行うものをいう。 

六 事業区域 太陽光発電事業の用に供する土地の区域（太陽光発電施設をため池その他

の水上に設置する場合にあっては、当該水上の区域を含む。）をいう。 

七 設置規制区域 次のイからチまでに掲げる区域をいう。 

イ 地すべり等防止法（昭和三十三年法律第三十号）第三条第一項の規定により指定さ

れた地すべり防止区域 

ロ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和四十四年法律第五十七号）第

三条第一項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域 

ハ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成十二年法

律第五十七号）第九条第一項の規定により指定された土砂災害特別警戒区域 

ニ 砂防指定地等管理条例（平成十五年宮城県条例第四十二号）第二条第一号の規定に

より指定された砂防指定地 

ホ 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平成十四年法律第八十八

号）第十二条第二項の規定に基づき指定された対象狩猟鳥獣（イノシシを除く。）の

捕獲等を禁止し、又は捕獲等の数を制限する区域であって規則で定める区域 

へ 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第二十八条第一項の規定に

基づき指定された鳥獣保護区であって規則で定める区域 

ト 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第二十九条第一項の規定に

基づき指定された特別保護地区であって規則で定める区域 
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チ 広瀬川の清流を守る条例（昭和四十九年仙台市条例第三十九号）第八条第一項第一

号の規定により指定された環境保全区域のうち、広瀬川の清流を守る条例施行規則

（昭和五十一年仙台市規則第二十六号）第十条第一号に規定する特別環境保全区域 

八 維持管理等 太陽光発電事業に付随して行われる維持管理及び保守点検をいう。 

（市の責務） 

第三条 市は、第一条の目的を達成するため、必要な措置を適切かつ円滑に講ずるものとす

る。 

（事業者の責務） 

第四条 事業者は、太陽光発電事業を円滑かつ確実に行うために必要な関係法令の規定を遵

守しなければならない。 

２ 事業者は、太陽光発電施設の設置に当たり、地域住民に対する情報提供、維持管理等に

係る実施体制の構築、撤去の適正な実施その他の規則で定める必要な措置を講ずるよう努

めなければならない。 

（土地の所有者等の責務） 

第五条 土地の所有者及び占有者は、災害の発生を助長し、又は良好な自然環境若しくは生

活環境を損なうおそれのある事業者に対して、当該土地を使用させることのないように努

めなければならない。 

（地域住民等への説明等） 

第六条 次条の許可を申請しようとする者又は第十二条の規定による届出をしようとする

者（以下「設置許可申請者等」という。）は、あらかじめ、当該申請等に係る事業区域の

全部又は一部をその区域に含む地縁による団体（地方自治法（昭和二十二年法律第六十七

号）第二百六十条の二第一項に規定する地縁による団体をいう。）の区域に居住する者及

び太陽光発電事業の実施により自然環境、生活環境又は景観その他の地域環境に著しい影

響を受けるおそれがある地域に居住する者（以下これらを「地域住民等」という。）に対

し、太陽光発電事業の計画（以下「事業計画」という。）の内容を説明しなければならな

い。この場合において、設置許可申請者等は、地域住民等の理解を得るよう努めなければ

ならない。 

２ 事業者及び設置許可申請者等は、地域住民等の意見を踏まえ、必要な措置を講ずるよう

努めなければならない。 

３ 前二項の規定は、事業計画を変更する場合に準用する。ただし、規則で定める軽微な変

更については、この限りでない。 
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（設置規制区域内への設置） 

第七条 太陽光発電施設の全部又は一部が設置規制区域内にある太陽光発電施設の設置を

しようとする者は、当該太陽光発電施設の設置の工事に着手する前に、市長の許可を受け

なければならない。 

（設置規制区域内における設置許可） 

第八条 市長は、前条の許可（以下「設置許可」という。）の申請があった場合は、当該申

請に係る太陽光発電施設が規則で定める基準に適合すると認められるときに限り、これを

許可するものとする。 

２ 市長は、設置許可をする場合においては、この条例の施行に必要な限度において、条件

を付することができる。 

３ 前条の規定は、設置規制区域の変更により事業区域の全部又は一部が設置規制区域内に

あることとなる前に太陽光発電施設の設置の工事に着手した場合については、適用しない。 

４ 設置許可は、設置規制区域の変更により事業区域の全部が設置規制区域外にあることと

なったときは、その効力を失う。この場合における当該事業区域内にある太陽光発電施設

については、第十二条の規定による届出があったものとみなす。 

（変更許可） 

第九条 設置許可を受けた者は、当該設置許可を受けた事項を変更しようとするときは、あ

らかじめ、市長の許可（以下「変更許可」という。）を受けなければならない。ただし、

規則で定める軽微な変更については、この限りでない。 

２ 設置許可を受けた者は、前項ただし書の規則で定める軽微な変更をしたときは、遅滞な

くその旨を市長に届け出なければならない。 

３ 前条第一項及び第二項の規定は、変更許可の場合について準用する。 

（設置許可に係る工事の着手等の届出） 

第十条 設置許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、速やかに、

規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。 

一 太陽光発電施設の設置の工事に着手し、又は工事を完了したとき 

二 太陽光発電施設の設置の工事を中止し、又は工事を再開したとき 

（設置許可の取消） 

第十一条 市長は、設置許可又は変更許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するとき

は、当該設置許可又は変更許可を取り消すことができる。 

一 偽りその他不正の手段により、設置許可又は変更許可を受けたとき 
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二 設置許可又は変更許可を受けた後、一年以上、正当な理由なく太陽光発電施設の設置

の工事に着手しないとき 

三 第八条第二項（第九条第三項において準用する場合を含む。）の規定により付された

条件に違反したとき 

四 第二十三条の規定による命令に違反したとき 

（事業計画の届出） 

第十二条 太陽光発電施設の全部が設置規制区域外にある太陽光発電施設の設置をしよう

とする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、事業計画を市長に届け出なければ

ならない。 

（誓約書の提出） 

第十三条 設置許可を受けた者は当該設置許可を受けたときに、前条の規定により事業計画

を届け出る者は当該事業計画を届け出るときに、規則で定めるところにより、誓約書を市

長に提出しなければならない。 

（事業計画の変更） 

第十四条 第十二条の規定により事業計画を届け出た者は、当該事業計画に記載した事項を

変更しようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け

出なければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。 

（維持管理等） 

第十五条 事業者は、太陽光発電事業を行うに当たっては、規則で定める基準に従い、適正

な維持管理等をしなければならない。 

２ 事業者は、規則で定めるところにより、維持管理等をするための計画（以下「維持管理

等計画」という。）を作成し、当該維持管理等計画に従い、維持管理等を行わなければな

らない。 

３ 事業者は、前項の規定により維持管理等計画を作成したときは、規則で定めるところに

より、これを公表しなければならない。 

４ 前項の規定は、維持管理等計画を変更した場合に準用する。 

５ 大規模事業者は、太陽光発電施設（一箇所当たりの合計出力が千キロワット以上のもの

に限る。）の設置（太陽光発電施設の増設により一箇所当たりの合計出力が千キロワット

以上のものとなるものを含む。）を完了した後、規則で定めるところにより、当該太陽光

発電施設に係る財務計算に関する諸表を市長に提出しなければならない。 

６ 事業者は、事故又は土砂の流出若しくは崩壊その他の災害により、太陽光発電施設が損
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壊し、又は事業区域若しくは周辺地域の環境の保全上の支障が生じたときは、速やかに復

旧又は当該支障の除去のために必要な措置を講ずるとともに、規則で定めるところにより、

その旨を市長に報告しなければならない。 

（大規模事業者の保険又は共済への加入） 

第十六条 大規模事業者は、太陽光発電施設（一箇所当たりの合計出力が千キロワット以上

のものに限る。）の設置の工事に着手する日から当該太陽光発電施設を廃止する日までの

間、当該太陽光発電施設における太陽光発電事業の実施に起因して生じた他人の生命又は

身体及び財産に係る損害を填補する保険又は共済（以下「損害賠償責任保険」という。）

への加入をしなければならない。ただし、当該太陽光発電施設の設置に係る期間中の損害

賠償責任保険への加入にあっては、当該太陽光発電施設の設置を請け負う者が損害賠償責

任保険への加入をすることで足りるものとする。 

２ 大規模事業者は、災害等による太陽光発電事業（太陽光発電施設一箇所当たりの合計出

力が千キロワット以上のものに限る。）の途中での修繕、撤去又は処分に備え、火災保険、

地震保険その他必要な保険に加入しなければならない。 

（地位の承継） 

第十七条 設置許可を受けた者が当該設置許可に係る太陽光発電事業の全部を譲渡し、又は

設置許可を受けた者について相続、合併若しくは分割（当該設置許可に係る太陽光発電事

業の全部を承継させるものに限る。以下同じ。）があったときは、当該太陽光発電事業の

全部を譲り受けた者又は相続人（相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意に

より太陽光発電事業を継続すべき相続人を選定したときは、その者。以下同じ。）、合併

後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該太陽光発電事

業の全部を承継した法人は、当該設置許可を受けた者のこの条例の規定による地位を承継

する。 

２ 前項の規定により設置許可を受けた者の地位を承継した者は、その承継の日から三十日

以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。 

３ 第十二条の規定により事業計画を届け出た者が当該届出に係る太陽光発電事業の全部

を譲渡し、又は同条の規定により事業計画を届け出た者について相続、合併若しくは分割

があったときは、当該太陽光発電事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する

法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該太陽光発電事業の全部を

承継した法人は、当該事業計画を届け出た者のこの条例の規定による地位を承継する。 

４ 前項の規定により事業計画を届け出た者の地位を承継した者は、当該譲渡又は相続、合



7/11 

併若しくは分割があった日から三十日以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長

に届け出なければならない。 

５ 第一項の規定により設置許可を受けた者の地位を承継した者及び前項の規定により届

け出た者は、遅滞なく、維持管理等計画を作成するとともに第十三条の誓約書を市長に提

出し、当該維持管理等計画に従い維持管理等を行わなければならない。 

６ 第十五条第三項の規定は、前項の規定により維持管理等計画を作成した場合に準用する。 

７ 前条の規定は、第一項又は第三項の規定により大規模事業者の地位を承継した場合に準

用する。 

（廃止の届出） 

第十八条 事業者は、太陽光発電事業を廃止しようとするときは、あらかじめ、規則で定め

るところにより、その旨を市長に届け出なければならない。 

２ 太陽光発電事業が廃止されたときは、当該太陽光発電事業に係る設置許可及び変更許可

は、その効力を失う。 

（太陽光発電施設の撤去及び処分） 

第十九条 事業者は、太陽光発電事業を廃止するときは、使用済みとなる太陽光発電施設に

関するリユース及びリサイクルに努め、関係法令に基づき適切に当該太陽光発電施設を廃

棄しなければならない。 

（指導及び助言） 

第二十条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者及び設置許可申請者等に

対し、指導及び助言を行うことができる。 

（報告の徴収及び立入検査） 

第二十一条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者に対し、太陽光発電施

設の設置の状況その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、事業区域その他関

係のある場所に立ち入り、太陽光発電施設その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質

問させることができる。 

２ 前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提

示しなければならない。 

３ 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈しては

ならない。 

（勧告） 

第二十二条 市長は、事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該事業者
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に対し、太陽光発電施設の設置の中止若しくは撤去、土砂災害その他の災害の防止のため

必要な措置又は原状回復をするよう勧告することができる。 

一 設置許可を受けず、又は偽りその他不正の手段により設置許可を受け、設置規制区域

内において太陽光発電施設の設置の工事に着手したとき 

二 設置許可を受けた者が、変更許可を受けず、又は偽りその他不正の手段により変更許

可を受け、当該設置許可を受けた内容を変更したとき 

２ 市長は、事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該事業者に対し、

必要な措置を講ずるよう勧告することができる。 

一 正当な理由なく第二十条の規定による指導に従わなかったとき 

二 前条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき 

（措置命令） 

第二十三条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由なく当該勧告に従わな

かったときは、その者に対し、同条第一項に規定する太陽光発電施設の設置の中止若しく

は撤去、土砂災害その他の災害の防止のため必要な措置若しくは原状回復をすること又は

同条第二項に規定する必要な措置を講ずることを命ずることができる。 

（公表） 

第二十四条 市長は、第十一条の規定により設置許可を取り消し、又は前条の規定により第

二十二条第一項に規定する太陽光発電施設の設置の中止若しくは撤去、土砂災害その他の

災害の防止のため必要な措置若しくは原状回復をすること若しくは同条第二項に規定す

る必要な措置を講ずることを命じたときは、その旨並びに当該設置許可を取り消された者

又は当該命令を受けた者の氏名及び住所（法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主

たる事務所の所在地）を公表することができる。 

２ 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該公表に係る者

に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。 

（他自治体の条例との関係） 

第二十五条 事業者がその設置する太陽光発電施設を本市と他の自治体にまたがる区域に

設置する場合、その適正な設置、維持管理、廃棄等に関し、当該他の自治体において適用

される関係法令のほか、この条例の規定に基づき、適正に手続をしなければならない。 

（委任） 

第二十六条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定

める。 
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（罰則） 

第二十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の過料に処する。 

一 設置許可又は変更許可を受けないで太陽光発電施設の設置をした者 

二 第十二条又は第十四条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 

三 第二十一条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規

定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、

若しくは虚偽の答弁をした者 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から起算して九月を超えない範囲において規則で定める日から施

行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

一 附則第十三項の規定 公布の日 

二 附則第三項、附則第七項及び附則第九項の規定 公布の日から六月を越えない範囲に

おいて規則で定める日 

（経過措置） 

２ 第七条から第十七条まで（第十五条第一項を除く。）の規定は、この条例の施行の日（以

下「施行日」という。）前に設置の工事に着手した太陽光発電施設（以下「既存施設」と

いう。）については、適用しない。 

（既存施設の届出） 

３ 既存施設を管理する事業者（以下「既存事業者」という。）は、その全部又は一部が設

置規制区域内にある既存施設について、施行日までに、規則で定めるところにより、既存

施設に係る太陽光発電事業の概要を市長に届け出るとともに、第十三条の誓約書を市長に

提出しなければならない。 

４ 既存事業者は、その全部が設置規制区域外にある既存施設について発電出力その他の規

則で定める事項を変更しようとするときは、あらかじめ、市長に届け出なければならない。

ただし、施行日前に当該変更に係る工事に着手した場合にあっては、この限りでない。 

（既存施設の変更許可） 

５ 既存事業者は、その全部又は一部が設置規制区域内にある既存施設について発電出力そ

の他の規則で定める事項を変更しようとするときは、あらかじめ、市長の許可を受けなけ

ればならない。ただし、施行日前に当該変更に係る工事に着手した場合にあっては、この

限りでない。 
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６ 第六条から第十一条まで、第十八条第二項、第二十二条第一項、第二十三条及び第二十

四条の規定は前項の許可について、第十五条、第十七条、第二十三条及び第二十四条の規

定は前項の許可を受けた者について、それぞれ準用する。この場合において、第九条第三

項、第十一条第一号及び第二号、第十八条第二項並びに第二十二条第一項第二号中「変更

許可」とあるのは、「附則第六項において準用する第九条第一項の許可」と読み替えるも

のとする。 

（既存施設の維持管理等） 

７ 既存施設の全部又は一部が設置規制区域内にある事業者は、施行日までに、規則で定め

るところにより、当該既存施設に係る維持管理等計画を作成し、公表するとともに、市長

に届け出なければならない。 

８ 既存施設の全部又は一部が設置規制区域内にある事業者は、市長に届け出た維持管理等

計画に係る既存施設について、地域住民等に対し、事業計画の内容の説明に努めるととも

に、当該地域住民等の意見を踏まえ、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

９ 既存施設の全部が設置規制区域外にある事業者は、施行日までに、規則で定めるところ

により、当該既存施設に係る維持管理等計画を作成し、公表するよう努めなければならな

い。 

10 前項の規定は、既存施設の全部が設置規制区域外にある事業者が、同項の維持管理等

計画を変更する場合に準用する。この場合において、同項中「施行日までに、規則で定め

るところにより、当該既存施設に係る維持管理等計画を作成し」とあるのは、「当該既存

施設に係る維持管理等計画を変更したときは」と読み替えるものとする。ただし、規則で

定める軽微な変更については、この限りでない。 

（既存大規模事業者の損害賠償責任保険等への加入） 

11 既存事業者であって太陽光発電施設一箇所当たりの合計出力が千キロワット以上の既

存施設を管理するものは、施行日から当該太陽光発電施設を廃止する日までの間、損害賠

償責任保険、火災保険、地震保険その他必要な保険への加入に努めなければならない。 

（既存事業者の地位の承継） 

12 既存事業者が太陽光発電事業の全部を譲渡し、又は既存事業者について相続、合併若

しくは分割があったときは、当該太陽光発電事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併

後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該太陽光発電事

業の全部を承継した法人は、当該譲渡又は相続、合併若しくは分割があった日から三十日

以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。 
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（準備行為） 

13 設置許可の申請その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。 

（検討） 

14 市長は、この条例の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、そ

の結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

 


